
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
免
状
の
交
付
の
申
請
）

（
免
状
の
交
付
の
申
請
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
略
﹈

２

都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し

そ
の
他
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
確
か
め
る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い
う
。）

（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効

な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
証
の
交
付
の
申
請
）

（
認
定
証
の
交
付
の
申
請
）

第
九
条
の
二

﹇
略
﹈

第
九
条
の
二

﹇
略
﹈

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の

あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）を
提

出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
認
定
証
の
書
換
え
）

（
認
定
証
の
書
換
え
）

第
九
条
の
五

﹇
略
﹈

第
九
条
の
五

﹇
略
﹈

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
認
定
証
の
書
換
え
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
書
換
え
の
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
書
換
え
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
認
定
証
の
書
換
え
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
書
換
え
の
理
由
を
証
明
す
る
書
類

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

様
式
第
二
中
「第
30条
の
５
第
１
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
、「写

し

」
を
「写

し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に

あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「第

30条
の
５
第
１
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
の
二
中
「第

三
十
条
の
五
第
一
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
、「写

し

」
を
「写

し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の

他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
の
四
中
「第

30条
の
５
第
１
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
三
号

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一




